※理事会協力金制度で理事会への出席が諸事情で難しい場合の付帯条件での具体的な方策についてのアンケート 再確認アンケート集計結果
2023年1月8日(日)
プレシス本厚木コンフォート管理組合
回答件数：44件(69件中)　回答率：64%

[image: ]■3. 理事会協力金の制度について、個人情報公開を加味した、付帯条件はどちらが良いですか？
[bookmark: _Hlk123125488]案①、議案書の書面で公開	：20件
案②、総会の口頭で公開	：15件
代替案				：7件
未回答				：2件
(回答率：64%)
【意見】
＜案①の意見＞
・議案書だと理事会で管理しないといけない手間は増えますが、辞退したい方々は総会にも参加は難しい可能性が高い為、
書面で理由提出、総会では部屋番号と名前は伏せて非公開のまま理由だけ審議して決定という形がベターかと思います
・こちらの方がメリットがあり、デメリットが少ないと思う。 ・総会に出席することがなかなかできないので
・書面参加の方の為、ただし仮名で ・記録を残す方が良い為 ・どちらでも良い

＜案②の意見＞
・公開する範囲は広げないほうが良いと思う。ただ事例の蓄積は必要。理事会として記録は残すべきだと思う。
・個人情報が書面で残る為 ・書面にするために負担が生じると思うので ・書面だと残る可能性があるため
・個人の特定が目的ではなく、理由の妥当性の審議が目的だと思うから。

＜代替案の意見＞
・冠婚葬祭、子供の行事等の理由であっても、協力金の支払いが発生するのは、気持ち的にはいかがなものかと感じます。
・選択しません。協力金制度の提案自体に反対のため。

＜未回答の意見＞
・どちらも良くない。反対です。








■4. その他(案①/案②以外)で、ご提案がある方は、フリーコメントで回答をお願いします。
【意見】
・理事会協力金はあくまで反対。欠席(理事会に出席)する、しないはその時々の条件による。できる人がすれば良い。
その為に候補者(輪番制)で10名程で廻し、やってみれば良し。実際に4人いかになったことがあるのか否か

・案①は臨時総会でも話題に上がりましたが、その個人情報をどのように保管していくのか、
またその個人情報に対して誰が責任を持つのか、その辺りを明確にしない限り、難しいと考えます。
個人情報保護法との関連はどうなるのかを明確にする必要があると思います。
案②では、まさにプライバシーが守られないという懸念があります。
名前と顔が出ている状態で、一部理事が知るのではなく総会という全体の場で話さなければいけないという状況が
好ましく無いと感じる人もいるのではないでしょうか。
以下代案
案②の口頭での説明をベースとして、総会ではなく理事会での説明とし、その理由を聞いた上での判断は理事会として結論を出す。
またその口頭での説明記録は、録音記録は残さず書面で残し、またその書面記録は匿名とする。説明を求められた場合は
その匿名の書面記録を、求めた個人に開示する。（理由を知りたい人は「誰が」ではなく、「何故か」を知りたい）
・案①や案②の役員辞退の理由の妥当性を組合員全員の判断に委ねるのは無理があるように思います。もし「納得できない」という
意見が多数となったときに、次期役員の承認のみの議題で再度総会を開催することになるのは手間がかかり過ぎるように思う。
【別案】
辞退する役員の理由の妥当性は当期理事会で判断することにして、組合員には当期理事会役員の判断に委任できるかどうかを案にして採決取るのがいいのではと思う。情報セキュリティ云々の話になるなら理由は理事会内のみで共有して対応するのが安全のように思います。

・理事会が出席しない事で支払うのではなく、出席した理事員が手当をもらえる方が良いと思う。
※イメージ
・150円/戸×69戸＝10,350円/月×12ヵ月＝124,200円/年÷6回＝20,700円/回
・20,700円÷10名＝2,070円/人
一戸あたり、150円/月を回収し、理事員出席者に対し、打合せ会議費等に2,070円/人支給、等。

・理由：公平に判断出来る為。理事会判断だと、判断にバラツキが出る可能性が高いので、同じ理由でも良い悪い判断が違ってしまうリスクがある。

・書面公開でもデメリットの管理部分を軽減できる方法があるかもしれません。個人情報は特定できない情報であれば個人情報に当たらない気がするので最低限の情報を残す形であれば軽減出来るかもしれません。個人情報保護法の内容をとりちがえていたらすいません。
・個人情報の公開範囲を制限するため理事会での判断でも良いと思います。
理事は情報漏えいに関する誓約書を書くことで個人情報保護にもなると思います。

・「基本的人権の保護」 と 「個人情報保護」 を合わせた 『基本的人権及び個人情報の保護の為の運用細則』 と 「輪番制」 
と 「協力金制度」 を合わせた 『理事選出(輪番制)と協力金制度の運用細則』 を 策定して問うた方が判りやすいと思う。
「協力金制度」 に関しては、どのようにして支払わせるのか、どこまでやるのかの記載も必要でしょう。

・案④で良いと考えます。輪番制で決まった10人で理事会を運営する。理事会を開く日に欠席しなければならない理事がいる場合、「書面による意見・参加を認める」「理事長に一任することで参加することを認める」などの内規を設ければ良いと考えます。
協力金制度を設定すると、理事の辞退をしやすくすることにつながる可能性があると考えます。
協力金制度で理事の辞退を抑止するのではなく、「居住者は理事を輪番制で原則分担する」運営の継続を提案します。

・協力金に対し反対なので、案①・案②とも回答することが困難です。

・年度総会で否決と決まったことは尊重してほしい。
理事会の見解として個人の見解を報告するのはいかがなものですか？
個人情報は公開する必要はない。
立候補者はやめ、輪番制10人でよい。

・提案とは異なりますが、
今回の書面をいただいた上での個人的な意見を記載いたします。
1.協力金の減額または免除(？)になぜ個人情報が必要なのか。特に年齢、家族構成といった情報は何のために必要なのでしょうか。
2.協力金の使途が理事報酬、それ以外の用途とありますが、「それ以外の用途」を具体的に提示する必要があるのではないでしょうか。毎回各区分所有者に対して「具体的」な代替案などを求めるならば、そこはマストではないでしょうか。
3.各家庭の固定費削減を提案するよりも、協力金を相場の最大に設定せず、協力金の額を見直すほうが理解を得られるのでは？
※どうしても協力金を得たい気持ちは伝わりました。ありがとうございます。

・1.理事会に個人情報(部屋番号、氏名、欠席理由)を提出
2.理事会で免除する条件に合致しているか判断し、理事会で承認
3.総会で議長が報告(条件に該当する人数(世帯数)のみ)

・判断のポイントは”誰が”、ではなく”なぜ”だと考えております。

・やはりプロにおまかせしたらいかがでしょうか？
協力金に反対されている方の中には、素人に支払うことに抵抗している方も多いかと思います。
ご提案されている節約術を行えば月々の管理費が多少上がっても大丈夫でしょうか。

・案④でいい
もしくは、第三者機関に委託した方がいい。
協力金制度は、否決されたのに、再度議論する意味がない。

・個人的には当初案に異議は無いため、より良い運営を期待します。

・3.で案①にした理由:文字で残した方が良いと思った。
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